
労働時間等の実態について 
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年間総実労働時間は減少傾向で推移しているが、これは一般労働者（パートタイム労働者以外の者）につい
てほぼ横ばいで推移するなかで、平成８年頃からパートタイム労働者比率が高まったこと等がその要因と考えら
れる。

なお、平成２１年には、前年秋の金融危機の影響で製造業を中心に所定内・所定外労働時間がともに大幅に
減少した。

年間総実労働時間の推移
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注） 事業所規模5人以上

年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む）
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注） 事業所規模5人以上

就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移
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  週労働時間別雇用者等の推移 

平成１６年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

週６０時間以上の者 
６３９万人 ５０２万人 ４７６万人 ４９０万人 ４７４万人 

１２．２％ ９．４％ ９．３％ ９．１％ ８．８％ 

週３５時間以上 

週６０時間未満の者 

３３５４万人 ３３８３万人 ３２２７万人 ３４１２万人 ３３２７万人 

６４．０％ ６３．６％ ６３．２％ ６３．７％ ６１．６％ 

週３５時間未満の者 
１２３７万人 １４１４万人 １３８５万人 １４３６万人 １５６８万人 

２３．６％ ２６．６％ ２７．１％ ２６．８％ ２９．０％ 

合  計 ５２４３万人 ５３１７万人 ５１０５万人 ５３５９万人 ５３９９万人 

 ３０代男性で週労働時間６０時間以上の者 

平成１６年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 

３０代男性で週６０
時間以上の者 

２００万人 １５３万人 １４１万人 １４４万人 
１３５万人 

（１２４万人） 

２３．８％ １８．７％ １８．４％ １８．２％ 
１７．６％ 

（１７．２％） 

※ 資料出所：総務省「労働力調査」（平成２３年は岩手県、宮城県及び福島県を除く） 

※ 上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」については、雇用者だけでなく自営業主と家族従業者を含んだ数   

 値により作成。なお、平成２５年の括弧内については、雇用者のみの数値により作成。 

 週の労働時間が６０時間以上の者の割合（※）は、全体では近年低下傾向で推移し、１割弱と
なっているが、３０代男性では１７．６％と、以前より低下したものの高水準で推移している。 
  ※ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章において、週労働時間６０時間以上の雇用者の割合を2020年までに五割減 
   （10.0％→5.0％）とすることが数値目標とされている。 
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※資料出所：総務省「労働力調査」 
※雇用者のうち、休業者を除いた者の総数に占める割合 
※平成19年度の数値は、日本産業標準分類の変更（第12次改定）にあわせて遡及して計算されたもの 

 ○業種別週労働時間６０時間以上の雇用者割合 

  平成19年 平成25年  増減（ポイント） 

非農林業雇用者計 10.3% 8.8% -1.5% 
鉱業、採石業、砂利採取業 0.0% 0.0% 0.0% 

建設業 12.9% 12.5% -0.4% 
製造業 8.8% 7.3% -1.5% 

電気・ガス・熱供給・水道業 3.1% 3.3% 0.2% 
情報通信業 12.6% 10.6% -2.0% 

運輸業、郵便業 20.7% 19.0% -1.7% 
卸売業、小売業 11.6% 9.0% -2.6% 
金融業、保険業 8.2% 7.6% -0.6% 

不動産業、物品賃貸業 12.2% 10.3% -1.9% 
学術研究、専門・技術サービス業 13.1% 10.3% -2.8% 

宿泊業、飲食サービス業 12.5% 9.3% -3.2% 
生活関連サービス業、娯楽業 11.6% 9.3% -2.3% 

教育、学習支援業 9.7% 10.3% 0.6% 
医療、福祉 4.5% 3.9% -0.6% 

複合サービス事業 5.8% 5.6% -0.2% 
サービス業 

（他に分類されないもの） 
6.6% 6.9% 0.3% 
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【雇用者（全体）】

週60時間以上雇用
者の割合

（参考）雇用者数
週60時間以上雇用

者の割合
（参考）雇用者数

13.3% 46,051,000 11.6% 45,627,000 -1.7%
16.7% 1,546,000 14.4% 1,176,700 -2.2%
14.6% 7,123,900 13.1% 7,855,200 -1.5%

研究者 12.3% 98,800 12.2% 139,800 -0.1%
技術者 15.5% 2,243,000 12.6% 2,396,300 -3.0%
保健医療従事者 10.3% 1,967,800 8.9% 2,180,500 -1.4%
　うち医師（歯科医師，獣医師を除く） 43.2% 183,300 38.1% 208,900 -5.1%
　うち看護師（准看護師を含む） 5.1% 979,800 4.9% 1,083,800 -0.2%
社会福祉専門職業従事者 5.2% 634,500 4.6% 855,000 -0.7%
教員 19.6% 1,337,600 22.1% 1,368,100 2.4%

6.9% 10,287,300 5.8% 10,183,400 -1.0%
一般事務従事者 7.0% 7,198,400 5.8% 7,220,400 -1.2%
会計事務従事者 5.1% 1,540,600 4.1% 1,379,900 -1.0%

18.7% 6,506,000 15.6% 6,196,400 -3.0%
商品販売従事者 14.9% 3,027,500 11.0% 2,750,200 -4.0%
営業職業従事者 22.1% 3,206,700 19.7% 3,259,600 -2.4%

15.2% 4,051,900 12.2% 4,349,000 -3.0%
介護サービス職業従事者 3.6% 854,200 3.7% 1,148,200 0.1%
生活衛生サービス職業従事者 32.5% 443,000 26.3% 404,800 -6.2%
飲食物調理従事者 22.0% 1,123,100 19.1% 1,132,400 -2.9%
接客・給仕職業従事者 14.6% 929,900 12.7% 878,500 -2.0%

10.9% 7,659,100 9.0% 7,099,700 -1.9%
製品製造・加工処理従事者（金属製品） 10.1% 1,296,000 8.0% 1,068,700 -2.2%
製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 10.6% 2,824,300 9.0% 2,632,500 -1.6%
　うち食料品製造従事者 11.9% 958,100 10.2% 1,021,500 -1.7%
機械組立従事者 9.3% 1,413,800 7.5% 1,284,000 -1.8%
機械整備・修理従事者 16.4% 949,000 13.4% 916,100 -3.0%

27.5% 1,824,700 27.6% 1,862,700 0.1%
自動車運転従事者 34.5% 1,318,500 35.3% 1,319,400 0.8%

17.0% 2,081,300 16.1% 1,827,900 -0.9%
建設・土木作業従事者 17.1% 1,614,500 15.9% 1,394,200 -1.2%

9.4% 2,721,600 7.7% 2,693,300 -1.7%
運搬従事者 13.9% 1,391,300 12.1% 1,248,800 -1.8%
清掃従事者 5.0% 663,700 4.4% 690,900 -0.6%

＊資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」
＊会社などの役員を含む

増減
（ポイント）

職業別週労働時間60時間以上の雇用者割合（年間200日以上就業の者）

　専門的・技術的職業従事者

　事務従事者

　生産工程従事者

平成24年

　販売従事者

　サービス職業従事者

  輸送・機械運転従事者

  建設・採掘従事者

総数
　管理的職業従事者

  運搬・清掃・包装等従事者

平成19年

職業

平成25年12月17日 
第106回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
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○ 日本は欧米諸国と比較して、年平均労働時間が長い。 

○ また、時間外労働（40時間/週以上）者の構成割合が高く、特に48時間/週以上働いて 
 いる労働者の割合が高い。 

（資料出所）OECD「iLibrary」    

（参考）年平均労働時間と長時間労働者の各国比較 

36.8  35.8  

62.6  
70.7  

52.6  

21.6  

39.5  48.8  
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○年平均労働時間 ○長時間労働者の構成比（週当たりの労働時間） 

（資料出所）ILO「ILOSTAT Database」 

＜事務局注＞ 

※年平均労働時間は、2012年の各国の就業者一人当たりの年間
労働時間（韓国のみ2011年）を示す。データは、OECD「iLibrary」（日
本は厚生労働省「毎月勤労統計調査」）による。 

＜事務局注＞ 
※長時間労働者の構成比については、2010年の各国の就業者一
人当たりの週労働時間を示す。データは、ILO「ILOSTAT Database」
（日本は総務省「労働力調査」）による。 
※就業時間不詳の者がいるため、計100％とはならない（イギリ
ス、フランス）。 

平成25年12月17日 
第108回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
を加工したもの 
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（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による） 
（注） １）  「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。 
    ２）  「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。 
    ３）   平成18年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」→平成19年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」 

年 

取
得
率

 

日 

年次有給休暇の取得率（※）については、近年５割を下回る水準で推移している。 
なお、平成24年は前年に比べ取得日数は0.4日、取得率は2.2ポイント低下した。  
※ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章において、2020年までに年次有給休暇取得率を70％とすることが数値目 

  標とされている。 

年次有給休暇の取得率等の推移 平成25年12月17日 
第106回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資
料を加工したもの 
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産業別労働者１人平均年次有給休暇の付与日数及び取得日数の推移
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資料出所：厚生労働省｢就労条件総合調査｣

（注） １） 「付与日数」には、繰越日数を含まない。

２） 「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。
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※「運輸業，郵便業」について、Ｈ２３のデータ（平成２４年調査）より平成２１年経済センサス-基礎調査による抽出替

えを行ったことから、平成１９年１０月に民営化された郵便事業（株）が新たに調査対象となった。
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平成２５年度労働時間等総合実態調査について 

１．目的 

 ○ 今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる時間外・休日労働、割増賃金率、裁量労働 

  制の実態等を把握する。 

２．調査方法 

 ○ 全国の労働基準監督署から事業場への訪問調査で実施。 

３．実施時期 

 ○ 平成２５年４月～６月 

４．調査対象事業場数 

 ○ 約１１，０００事業場 

５．主な調査項目 

 ○ 時間外・休日労働の実態（時間外・休日労働に係る労使協定（いわゆる三六協定）締結の 

  内容）、実労働時間数 等 

 ○ 割増賃金率の設定状況 

 ○ 裁量労働制（専門業務型・企画業務型）の実態（みなし労働時間数、実労働時間数 等） 

  ※ 大企業・中小企業別にも集計 

平成25年9月27日 
第103回労働政策審議会 
労働条件分科会配付資料 
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＜①１ヶ月の法定時間外労働の実績＞ （最長の者） 

  平均時間 45時間以下 45時間超 

   

うち10時間 
以下 

うち60時間 
超 

うち80時間 
超 

うち100時間 
超 

全体 
１８：０３ 

（２５：２６） 
８９．１％ 

（８５．２％）  
５１．８％ 

（２７．４％）  
１０．９％ 

（１４．８％）  
５．３％ 

（８．1％） 
２．２％ 

（２．８％） 
０．９％  

（１．１％） 

  
  
  
  
  

 １～９人 
１４：００ 

（２２：２９） 
９３．０％ 

（８９．０％） 
６０．０％ 

（３０．３％）  
６．８％ 

（１１．２％） 
２．７％ 

（５．４％） 
１．２％ 

（１．８％） 
０．５％ 
（０．６）  

 10～30人 
２８：１９ 

（２９．１４） 
８０．０％ 

（８０．８％） 
２８．３％ 

（２４．０％） 
２０．１％ 

（１９．２％） 
１０．９％ 

（１１．７％） 
４．１％ 

（３．７％） 
１．４％ 

（１．７％）  

 31～100人 
３６：４０ 

（３７：１２） 
７１．１％ 

（６９．０％） 
１８．５％ 

（１４．５％） 
２９．０％ 

（３１．０％）  
１６．７％ 

（１８．５％） 
８．３％ 

（７．０％） 
３．９％ 

（３．３％）  

 101～300
人 

４４：３５ 
（４２：５０） 

５９．３％ 
（６３．５％） 

９．５％ 
（９．１％） 

４０．７％ 
（３６．５％） 

２４．７％ 
（２３．９％） 

１０．２％ 
（１０．１％） 

４．５％ 
（３．６％）  

 301人～ 
５７：５４ 

（５５：３２） 
３６．８％ 

（４７．６％） 
２．０％ 

（３．４％） 
６３．３％ 

（５２．５％） 
４３．９％ 

（３６．６％） 
１５．７％ 

（２０．２％）  
６．８％ 

（８．８％） 

大企業 ２６：２５ ８２．９％ ２８．６％  １７．０％ ８．１％ ２．５％ ０．８％ 

中小企業 １５：２１ ９１．１％ ５９．４％   ９．０％ ４．４％ ２．２％ １．０％  

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

○ 「最長の者」でみると、特に小規模事業場において、平均時間も、月45 
 時間・年360時間超の時間外労働のある事業場割合も減少。大規模事業 
 場では、月45時間・年360時間超の時間外労働のある事業場割合が増加。 
 （平均時間は横ばい。月80時間・年800時間超の事業場割合は減少） 

＜法定時間外労働の実績＞ 

＜労働力調査＊＞ 
○週労働時間60時間以上 
     の雇用者割合は、 
12.2％(H16)→9.1％(H24) 
＊世帯調査。 副業等含む。 

平成25年度労働時間等総合実態調査（主な結果） 
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＜②１年の法定時間外労働の実績＞ （最長の者） 

  平均時間 
360時間 

以下 
360時間 

超 

   
うち100時間 

以下 
うち600時間

超 
うち800時間 

超 
うち1000時間 

超 

全体 
１５７：３７ 

（２１０：５７） 
８７．３％ 

（８２．６％）  
５４．５％ 

（３６．６％）  
１２．７％ 

（１７．５％）  
４．２％ 

（４．５％） 
１．５％ 

（２．０％） 
０．７％ 

（０．９％）  

  
  
  
  
  

 １～９人 
１２３：１３ 

（１９１：２５） 
９１．１％ 

（８５．０％） 
６２．３％ 

（４０．０％）  
９．０％ 

（１５．１％） 
２．９％ 

（３．０％） 
１．１％ 

（１．６％） 
０．４％ 

（０．９％）  

 10～30人 
２５３：４０ 

（２３５：２９） 
７８．０％ 

（７９．３％） 
３２．２％ 

（３１．８％） 
２１．９％ 

（２０．６％） 
７．７％ 

（６．３％） 
２．７％ 

（２．３％） 
１．４％ 

（０．６％）  

 31～100人 
２９８：１２ 

（２９９：２２） 
６９．０％ 

（７３．０％） 
２２．６％ 

（２１．４％） 
３１．１％ 

（２６．９％）  
１０．０％ 

（１１．１％） 
２．３％ 

（４．４％） 
１．４％ 

（１．３％）  

 101～300
人 

３５８：３７ 
（３４１：０７） 

６０．５％ 
（６３．０％） 

１２．３％ 
（１４．１％） 

３９．５％ 
（３６．９％） 

１３．３％ 
（１４．５％） 

４．１％ 
（５．９％） 

１．８％ 
（１．７％）  

301人～ 
４２６：４９ 

（４３１：１８） 
４４．９％ 

（４７．９％） 
４．３％ 

（４．２％） 
５５．１％ 

（５３．０％） 
１９．２％ 

（２２．７％）  
４．６％ 

（９．２％）  
１．７％ 

（３．３％） 

大企業 ２３５：２７ ７７．９％ ３１．５％ ２２．１％ ５．８％ １．１％ ０．４％ 

中小企業 １３２：２３ ９０．３％ ６１．９％  ９．７％ ３．７％ １．６％ ０．７％  

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

＜毎月勤労統計調査＊＞ 

○ 所定外労働時間はほぼ同じであるが、所定内労働時間は大幅に減少。 
 １箇月（17年4月→25年4月）：所定内▲ 5:30（145:06→139:36）   所定外 0:06（10:48→10:54） 
 １年  （16年度→24年度） ：所定内▲ 57:36（1684:48→1627:12） 所定外 0:00（123:36→123:36） 
 ＊常用労働者５人以上事業所が対象。 
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＜③１ヶ月の法定時間外労働の実績＞ （平均的な者） 

  平均時間 45時間以下 45時間超 
   

うち10時間以下 うち60時間超 うち80時間超 うち100時間超 

全体 
８：０５ 

（１５：１３） 
９８．３％ 

（９５．８％）  
７２．６％ 

（４６．０％）  
１．７％ 

（４．３％）  
０．７％ 

（０．７％） 
０．２％ 

（０．２％） 
０．１％  

（０．１％） 

  
  
  
  
  

１～９人 
６：５７ 

（１５：０２） 
９８．５％ 

（９５．８％） 
７７．０％ 

（４６．２％）  
１．４％ 

（４．２％） 
０．６％ 

（０．６％） 
０．１％ 

（０．２％） 
０．０％ 

（０．１％）  

10～30人 
１１：１１ 

（１５：０６） 
９７．７％ 

（９６．０％） 
６０．９％ 

（４７．３％） 
２．５％ 

（３．９％） 
０．７％ 

（０．６％） 
０．３％ 

（０．１％） 
０．３％ 

（０．０％）  

31～100人 
１２：５９ 

（１６：３９） 
９７．１％ 

（９４．５％） 
５３．２％ 

（４３．７％） 
２．９％ 

（５．６％）  
１．１％ 

（１．０％） 
０．４％ 

（０．３％） 
０．１％ 

（０．１％）  

101～300人 
１４：４５ 

（１６：５１） 
９７．４％ 

（９６．２％） 
４４．９％ 

（３７．９％） 
２．６％ 

（３．８％） 
０．９％ 

（１．６％） 
０．１％ 

（０．４％） 
０．０％ 

（０．２％）  

301人～ 
１６：５６ 

（１７：０４） 
９８．１％ 

（９７．８％） 
３４．３％ 

（３２．４％） 
１．８％ 

（２．２％） 
０．４％ 

（０．１％） 
－ 

（－）  
－ 

（－） 

大企業 １２：０３ ９８．６％ ５５．３％ １．４％ ０．５％ ０．２ ０．０ 

中小企業  ６：４８ ９８．２％ ７８．２％ １．８％ ０．８％ ０．２ ０．１ 

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

○ 「平均的な者」でみると、全ての事業場規模で平均時間や限度基準を超えた時間 
 働く事業場割合は減少。特に小規模事業場において月10時間以下、年100時間 
 以下事業場割合の比率が高まり、全体として法定時間外労働は減少。 
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＜④１年の法定時間外労働の実績＞ （平均的な者） 

※括弧内は平成１７年度労働時間等総合実態調査の結果 

  平均時間 360時間以下 360時間超 
   

うち100時間 
以下 

うち600時間
超 

うち800時間
超 

うち1000時間
超 

全体 
７８：３０ 

（１３６：３３） 
９６．１％ 

（９２．７％）  
７２．９％ 

（５２．０％）  
３．９％ 

（７．２％）  
０．９％ 

（０．８％） 
０．３％ 

（０．１％） 
０．２％ 

（０．０％）  

  
  
  
  
  

１～９人 
６６：０７ 

（１３４：１３） 
９６．７％ 

（９２．７％） 
７７．３％ 

（５２．８％）  
３．３％ 

（７．３％） 
０．８％ 

（０．８％） 
０．２％ 

（０．１％） 
０．１％ 

（０．０％）  

10～30人 
１１２：３８ 

（１３３：１１） 
９４．３％ 

（９３．８％） 
６１．４％ 

（５３．３％） 
５．６％ 

（６．２％） 
０．７％ 

（０．７％） 
０．３％ 

（０．２％） 
０．３％ 

（０．０％）  

31～100人 
１３０：１５ 

（１５８：２９） 
９３．２％ 

（９０．４％） 
５３．２％ 

（４４．７％） 
６．７％ 

（９．６％）  
１．２％ 

（１．８％） 
０．４％ 

（０．４％） 
０．２％ 

（０．１％）  

101～300人 
１５１：２０ 

（１６５：５５） 
９１．７％ 

（９０．４％） 
４５．９％ 

（４１．８％） 
８．４％ 

（９．６％） 
０．６％ 

（１．８％） 
０．２％ 

（０．８％） 
０．０％ 
（－）  

301人～ 
１６３：５５ 

（１７３：４５） 
９３．７％ 

（９０．６％） 
３６．０％ 

（３３．４％） 
６．３％ 

（９．３％） 
０．２％ 

（０．９％）  
－ 

（－）  
－ 

（－） 

大企業 １２０：５０ ９３．９％ ５６．３％ ６．０％ ０．５％ ０．１％ ０．０％ 

中小企業  ６４：４８ ９６．８％ ７８．３％ ３．１％ １．０％ ０．３％ ０．２％  
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